
修正案の提出について 

 

 第７１号議案中野区立公園条例の一部を改正する条例に対する修正

案を、中野区議会会議規則第７０条の規定により、別紙のとおり提出

します。 
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中野区立公園条例の一部を改正する条例案に対する修正

案 

 

 中野区立公園条例の一部を改正する条例案の一部を次のように修正

する。 

 別表第３の改正規定を削る。 

別表第５⑴の表野球場の項の改正規定中「３，７００円」を「３，

０００円」に改め、同表弓道場の項の改正規定中「５８０円」を「４

６０円」に、『６，３００円」に』を『５，０００円」に』に、「９，

４００円」を「７，５００円」に、「１２，９００円」を「１０，３

００円」に、「２４，９００円」を「１９，９００円」に改め、同表

集会場の項の改正規定中「８００円」を「７００円」に改める。 

 別表第５⑵の表の改正規定を削る。 

 



第７１号議案　中野区立公園条例の一部を改正する条例の修正案　資料

現行額 原案 修正案

400 500 400

2,500 3,700 3,000

600 700 700

個人利用（３時間３０分以内） 390 580 460

午前 4,200 6,300 5,000

午後 6,300 9,400 7,500

夜間 8,600 12,900 10,300

全日 16,600 24,900 19,900

午前 500 500 500

午後 500 500 500

夜間 500 500 500

午前 200 300 200

午後 200 300 200

夜間 200 300 200

１回（４時間以内） 600 800 700

施設名

１回（４時間以内）学習室（江古田の森公園）

野球場

集会場（霊明閣）

野球場庭球場（上高田）　会議室

１面１回（２時間以内）

庭球場 １面１回（１時間以内）

弓道場　会議室

団体貸切
弓道場
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